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新旧対照表 

○議案第３１号 木更津市税条例の一部を改正する条例

新 旧 

木更津市税条例 

昭和36年12月25日 

条例第44号 

（固定資産課税台帳の閲覧の手数料） 

木更津市税条例 

昭和36年12月25日 

条例第44号 

（固定資産課税台帳の閲覧の手数料） 

第73条の２ 法第382条の２に規定する固定資産課税台帳（同条第１項ただし 

書の規定による措置を講じたものを含む。）の閲覧の手数料は、１回につき 

300円とする。ただし、法第416条第３項又は第419条第８項の規定により公 

示した期間において納税義務者の閲覧に供する場合にあつては、手数料を徴 

しない。 

第73条の２ 法第382条の２に規定する固定資産課税台帳の閲覧の手数料は、 

１回につき300円とする。ただし、法第416条第３項又は第419条第８項の規 

定により公示した期間において納税義務者の閲覧に供する場合にあつては、 

手数料を徴しない。 

２ 略 ２ 略 

（固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付手数料） （固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付手数料） 

第73条の３ 法第382条の３に規定する固定資産課税台帳に記載されている事

項の証明書（同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。）の交付

手数料は、証明書１枚ごとに300円とする。 

第73条の３ 法第382条の３に規定する固定資産課税台帳に記載されている事

項の証明書の交付手数料は、証明書１枚ごとに300円とする。 

２ 略 ２ 略 

附 則 附 則 

（宅地等に対して課する令和３年度から令和５年度までの各年度分の固定資

産税の特例） 

（宅地等に対して課する令和３年度から令和５年度までの各年度分の固定資

産税の特例） 

第10条 宅地等に係る令和３年度から令和５年度までの各年度分の固定資産税 

の額は、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が、当該宅地等の当該 

年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該宅地 

等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格（当該宅地等が 

当該年度分の固定資産税について法第349条の３の２の規定の適用を受ける 

宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下この

条において同じ。）に100分の５（商業地等に係る令和４年度分の固定資産 

税にあつては、100分の2.5）を乗じて得た額を加算した額（令和３年度分の

固定資産税にあつては、前年度分の固定資産税の課税標準額）（当該宅地等

が当該年度分の固定資産税について法第349条の３又は附則第15条から第15 

条の３までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規

定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税

第10条 宅地等に係る令和３年度から令和５年度までの各年度分の固定資産税 

の額は、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が、当該宅地等の当該 

年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該宅地 

等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格（当該宅地等が 

当該年度分の固定資産税について法第349条の３の２の規定の適用を受ける 

宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下この 

条において同じ。）に100分の５を乗じて得た額を加算した額（令和３年度 

分の固定資産税にあつては、前年度分の固定資産税の課税標準額）（当該宅 

地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の３又は附則第15条から 

第15条の３までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれら 

の規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の固定資 

産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額（以下「宅地 
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の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額（以下「宅地等調

整固定資産税額」という。）を超える場合には、当該宅地等調整固定資産税

額とする。 

等調整固定資産税額」という。）を超える場合には、当該宅地等調整固定資 

産税額とする。 

２～５ 略 ２～５ 略 

（宅地等に対して課する令和３年度から令和５年度までの各年度分の都市計

画税の特例） 

（宅地等に対して課する令和３年度から令和５年度までの各年度分の都市計

画税の特例） 

第17条 宅地等に係る令和３年度から令和５年度までの各年度分の都市計画税 

の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該 

年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地 

等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格（当該宅地等が 

当該年度分の都市計画税について法第702条の３の規定の適用を受ける宅地 

等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下同じ。） 

に100分の５（商業地等に係る令和４年度分の都市計画税にあつては、100分 

の2.5）を乗じて得た額を加算した額（令和３年度分の都市計画税にあつて 

は、前年度分の都市計画税の課税標準額）（当該宅地等が当該年度分の固定 

資産税について法第349条の３（第18項を除く。）又は附則第15条から第15 

条の３までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規 

定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税 

の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額（以下「宅地等調 

整都市計画税額」という。）を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税 

額とする。 

第17条 宅地等に係る令和３年度から令和５年度までの各年度分の都市計画税 

の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該 

年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地 

等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格（当該宅地等が 

当該年度分の都市計画税について法第702条の３の規定の適用を受ける宅地 

等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下同じ。） 

に100分の５を乗じて得た額を加算した額（令和３年度分の都市計画税にあ 

つては、前年度分の都市計画税の課税標準額）（当該宅地等が当該年度分の 

固定資産税について法第349条の３（第18項を除く。）又は附則第15条から 

第15条の３までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれら 

の規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の都市計 

画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額（以下「宅地 

等調整都市計画税額」という。）を超える場合には、当該宅地等調整都市計 

画税額とする。 
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